
○ 市町村長は、法定受託事務として、住民票コードを変換して得られる個人番号を指定し、通知カードにより本人に通知。盗用、漏洩等の
被害を受けた場合等に限り変更可。中長期在留者、特別永住者等の外国人住民も対象。

○ 個人番号の利用範囲を法律に規定。①国･地方の機関での社会保障分野、国税･地方税の賦課徴収及び災害対策等に係る事務での利用、②
当該事務に係る申請･届出等を行う者（代理人･受託者を含む。）が事務処理上必要な範囲での利用、③災害時の金融機関での利用に限定。

○ 番号法に規定する場合を除き、他人に個人番号の提供を求めることは禁止。本人から個人番号の提供を受ける場合、個人番号カードの提
示を受ける等の本人確認を行う必要。

○ 番号法の規定によるものを除き、特定個人情報（個人番号付きの個人情報）の収集･保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止。
○ 特定個人情報の提供は原則禁止。ただし、行政機関等は情報提供ネットワークシステムでの提供など番号法に規定するものに限り可能。
○ 民間事業者は情報提供ネットワークシステムを使用できない。
○ 情報提供ネットワークシステムでの情報提供を行う際の連携キーとして個人番号を用いないなど、個人情報の一元管理ができない仕組み

を構築。
○ 国民が自宅のパソコンから情報提供等の記録を確認できる仕組み（マイ･ポータル）の提供、特定個人情報保護評価の実施、特定個人情

報保護委員会の設置、罰則の強化など、十分な個人情報保護策を講じる。

○ 国税庁長官は、法人等に法人番号を通知。法人番号は原則公表。民間での自由な利用も可。

個人番号 （第７条～第１６条）

個人情報保護 （第１９条～第５７条等）

法人番号 （第５８条～第６１条）

○ 市町村長は、顔写真付きの個人番号カードを交付。
○ 政令で定める者が安全基準に従って、ＩＣチップの空き領域を本人確認のために利用。（民間事業者については、当分の間、政令で定め

ないものとする。）

個人番号カード （第１７条・第１８条）

○ 個人番号及び法人番号の利用に関する施策の推進は、個人情報の保護に十分に配慮しつつ、社会保障、税、災害対策に関する利用の促進
を図るとともに、他の行政分野及び行政分野以外の国民の利便性の向上に資する分野における利用の可能性を考慮して行う。

○ 法施行後３年を目途として、個人番号の利用範囲の拡大について検討を加え、必要と認めるときは、国民の理解を得つつ、所要の修正を
講ずる。

○ 法施行後１年を目途として、特定個人情報保護委員会の権限の拡大等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。

基本理念 （第３条）

検討等 （附則第６条）

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案」（番号法案）の概要について
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（基本理念）

第三条 （略）

２ 個人番号及び法人番号の利用に関する施策の推進は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、行政運営の効率化を通じた国民の利便性の向上

に資することを旨として、社会保障制度、税制及び災害対策に関する分野における利用の促進を図るとともに、他の行政分野及び行政分野

以外の国民の利便性の向上に資する分野における利用の可能性を考慮して行われなければならない。

３・４ （略）

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案」（番号法案）条文抜粋

○ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案 （※今国会で審議中）

附 則

（検討等）

第六条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、個人番号の利用及び情報提供ネットワークシステ

ムを使用した特定個人情報の提供の範囲を拡大すること並びに特定個人情報以外の情報の提供に情報提供ネットワークシステムを活用する

ことができるようにすることその他この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を

得つつ、所要の措置を講ずるものとする。

２ 政府は、この法律の施行後一年を目途として、この法律の施行の状況、個人情報の保護に関する国際的動向等を勘案し、特定個人情報以

外の個人情報の取扱いに関する監視又は監督に関する事務を委員会の所掌事務とすることについて検討を加え、その結果に基づいて所要の

措置を講ずるものとする。

３ 政府は、委員会の行う特定個人情報（前項の規定により講ずる措置その他の措置により委員会が特定個人情報以外の個人情報の取扱いに

関する監視又は監督に関する事務をつかさどることとされた場合にあっては、委員会の所掌事務に係る個人情報）の取扱いに関する監視又

は監督について、これを実効的に行うために必要な人的体制の整備、財源の確保その他の措置の状況を勘案し、適時にその改善について検

討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

４～７ （略）
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